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規

則

　

指
定
難
病
等
に
係
る
訪
問
看
護
費
用
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
十
三
号

　
　
　
指
定
難
病
等
に
係
る
訪
問
看
護
費
用
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

指
定
難
病
等
に
係
る
訪
問
看
護
費
用
交
付
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
目
的
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
工
呼
吸
器
を
装
着
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
特
別
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
難
病
の
患
者
に
対
し
て
、
知
事
が
別
に
定
め
る
範
囲
内
に
お
け
る
訪
問
看
護
を
受
け

る
た
め
に
要
す
る
費
用
（
以
下
「
訪
問
看
護
費
用
」
と
い
う
。）
を
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
で
交
付
し
、
在
宅
に
お

い
て
適
切
な
医
療
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

�　

訪
問
看
護
費
用
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
（
以
下
「
受
給
者
」
と
い
う
。）
は
、
指
定
難
病
（
法
第
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
難
病
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
又
は
特
定
疾
患
（
特
定
疾
患
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規

則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
二
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
疾
患
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
か
か
っ
て
い

る
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
指
定
難
病
又
は
特
定
疾
患
を
主
た
る
要
因
と
し
て
在
宅
で
人
工
呼
吸
器
を
使
用
し
て

い
る
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
医
師
が
訪
問
看
護
を
必
要
と
認
め
る
も
の
（
仙
台
市
内
に
住
所
を
有
す
る

指
定
難
病
の
患
者
を
除
く
。
以
下
「
対
象
患
者
」
と
い
う
。）
と
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
者
」
の
下
に
「
又
は
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
の
う
ち
訪
問
看
護
費
用
を
負
担
す
る
も
の

（
以
下
こ
れ
ら
を
「
申
請
者
」
と
い
う
。）」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
一
号
中

「
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

等

」
を

「

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

等
医
療
機
関

」
に
、「厚

生
労
働
省
難
治
性
疾
患
克
服
研
究
班

」
を
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「厚
生
労
働
省
健
康
局
難
病
対
策
課

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「（患

者

」
を
「（対

象
患
者

」
に
、

「

訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ

ョ
ン
等

」
を

「

訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ

ョ
ン
等
医

療
機
関

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
一
号

　

勤
務
時
間
の
特
例
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
勤
務
時
間
の
特
例
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

勤
務
時
間
の
特
例
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
五
条
の
六
」
を
「
第
五
条
の
七
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
第
五
条
の
六
」
を
「
第
五
条
の
七
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

暫
定
再
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
改
正
法
」

と
い
う
。）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ

れ
た
職
員
を
い
う
。）
で
あ
っ
て
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一

号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
は
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
勤

務
時
間
の
特
例
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
新
規
程
」
と
い
う
。）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
新
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
号

　

職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
の
二
の
見
出
し
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
条

第
一
項
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
同
法
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、「
で
同
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間

勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
」
を
削
り
、「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
の
七
を
第
五
条
の
八
と
し
、
第
五
条
の
六
第
一
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
の
七
と
す
る
。

　

第
五
条
の
五
第
一
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、「
第
五
条
の

三
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
五
条
の
四
第
二

項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
の
六
と
す
る
。

　

第
五
条
の
四
を
第
五
条
の
五
と
す
る
。

　

第
五
条
の
三
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
三
項
」

を
「
第
五
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
の
四
と
す
る
。

　

第
五
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
）

第�

五
条
の
三　

職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
を
設
け
又
は
勤
務
時
間
を
割

り
振
る
職
員
の
勤
務
時
間
は
、
第
五
条
第
一
項
及
び
前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
午
前
七
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
の
間
で
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。

２�　

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
勤
務
時
間
中
に
置
く
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規

定
を
準
用
す
る
。

　

附
則
第
三
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、「
第
五
条
の
三
第
一
項
、

第
五
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
五
条
の
四
第
一
項
、
第
五
条
の

六
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
四
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、「
第
五
条
の
三
第
二
項
」

を
「
第
五
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則



（3）　令和５年３月17日　金曜日 第387号宮　　城　　県　　公　　報
　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

暫
定
再
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
改
正
法
」

と
い
う
。）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ

れ
た
職
員
を
い
う
。）
で
あ
っ
て
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一

号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
は
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
職

員
服
務
規
程
（
以
下
「
新
規
程
」
と
い
う
。）
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

と
み
な
し
て
、
新
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
七
号

　

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下「
条
例
」と
い
う
。）

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
効
力
を
失
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

　

１　

化
学
名　

Ｎ－

エ
チ
ル－

Ｎ－

メ
チ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
‥
Ｍ
Ｅ
Ｔ
）

　

２�　

化
学
名　

（
八
Ｒ
）－

Ｎ
、
Ｎ－

ジ
エ
チ
ル－

六－

メ
チ
ル－

一－

ペ
ン
タ
ノ
イ
ル－
九
、
十－

ジ
デ
ヒ
ド
ロ

エ
ル
ゴ
リ
ン－

八－

カ
ル
ボ
キ
シ
ア
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
‥
１
Ｖ－

Ｌ
Ｓ
Ｄ
）

二　

失
効
の
理
由

　
　

当
該
知
事
指
定
薬
物
が
、
条
例
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
指
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
た
め

三　

指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
る
日

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
八
号

　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

実
施
年
月
日

実　

施　

区　

域

検
査
受
付
時
間

実
施
の
場
所

令
和
五
年

五
月
八
日

栗
原
市

瀬
峰
・
高
清
水

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

正
午
ま
で

高
清
水
総
合
支
所

　

同
五
月
九
日

栗
原
市

栗
駒
・
鶯
沢

午
前
十
一
時
か
ら

午
後
二
時
ま
で

栗
駒
保
健
セ
ン
タ
ー

　

同
五
月
十
日

栗
原
市

栗
駒
・
鶯
沢

午
前
十
一
時
か
ら

午
後
二
時
ま
で

栗
駒
保
健
セ
ン
タ
ー

　

同
五
月
十
五
日

栗
原
市

一
迫
・
花
山

午
前
十
一
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

一
迫
公
民
館

　

同
五
月
十
六
日

栗
原
市

金

成

午
前
十
一
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

金
成
総
合
支
所

　

同
五
月
二
十
二
日

栗
原
市

若

柳

午
前
十
一
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

若
柳
総
合
支
所

　

同
五
月
二
十
三
日

栗
原
市

築
館
・
志
波
姫

午
前
十
一
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

栗
原
市
役
所

　

同
五
月
二
十
四
日

栗
原
市

築
館
・
志
波
姫

午
前
十
一
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

栗
原
市
役
所

　

同
五
月
二
十
九
日

利
府
町

全

域

午
前
十
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

仙
台
農
業
協
同
組
合
東
部
営
農

セ
ン
タ
ー

　

同
五
月
三
十
日

利
府
町

全

域

午
前
十
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

仙
台
農
業
協
同
組
合
東
部
営
農

セ
ン
タ
ー

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
九
号

　

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
の
と
お
り

二　

認
可
年
月
日

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

名
取
地
区
南
部
分
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
五
年
三
月
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

気
仙
沼
地
区
大
谷
工
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
五
年
三
月
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

気
仙
沼
地
区
杉
ノ
下
工
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
五
年
三
月
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

伊
豆
沼
２
工
区
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
五
年
三
月
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
坂
本
九
一
番
一
地

先
か
ら

同
郡
同
町
戸
倉
字
底
土
一
五
七
番
地
先
ま
で

　

Ａ

一
五
・
八
～

�

五
七
・
一

一
、
五
四
〇
・
〇
　

上
記
Ａ
、

Ｂ
、
Ｃ
及
び
Ｄ

は
、
関
係
図
面

に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い

う
。

前
Ｂ
　

七
・
五
～

�

三
四
・
七

一
、
四
九
〇
・
〇

　

Ｃ

一
〇
・
八
～

�

一
六
・
三

三
三
〇
・
七

　

Ｄ
　

六
・
四
～

�

一
二
・
一

四
二
四
・
三

　

Ａ

一
五
・
八
～

�

五
七
・
一

一
、
五
四
〇
・
〇

後
Ｂ

　
　
　

　
　
　

　

Ｃ

　
　
　

　
　
　

　

Ｄ

　
　
　

　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。



（5）　令和５年３月17日　金曜日 第387号宮　　城　　県　　公　　報
　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

仙
台
村
田
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
舘
六
九
番
四
地
先
か

ら同
郡
同
町
大
字
菅
生
字
宮
根
二
四
番
一
地
先
ま
で

前

一
三
・
〇
～

�

五
七
・
〇

�

七
六
三
・
〇

後

一
三
・
〇
～

�

五
七
・
〇

�

七
六
三
・
〇

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
宮
根
四
三
番
一
地
先

か
ら
同
郡
同
町
大
字
菅
生
字
下
倉
五
八
番
一
地
先
ま
で

前

一
六
・
五
～

�

二
四
・
〇

�

四
四
〇
・
〇

後

一
七
・
四
～

�

二
四
・
〇

�

三
二
六
・
〇

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
下
倉
二
四
番
一
地
先

か
ら
同
郡
同
町
大
字
菅
生
字
田
中
六
一
番
一
五
地
先
ま

で

前

　

七
・
七
～

�

七
七
・
三

�

三
六
〇
・
〇

後

　

七
・
七
～

�

七
七
・
三

�

三
六
〇
・
〇

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
宮
前
八
一
番
三
地
先

か
ら
同
郡
同
町
大
字
菅
生
字
大
舘
一
三
番
一
地
先
ま
で

前

一
六
・
〇
～
�
七
五
・
〇

�

一
七
〇
・
〇

後

　

八
・
三
～

�

七
五
・
〇

�

一
七
〇
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

石
巻
鮎
川
線

石
巻
市
渡
波
字
大
畑
一
四
番
一
一
地
先
か
ら

同
市
渡
波
字
大
畑
一
四
番
二
五
地
先
ま
で

令
和
五
年

�

三
月
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

仙
台
村
田
線

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
舘
六
九
番
四
地
先
か
ら

同
郡
同
町
大
字
菅
生
字
宮
根
二
四
番
一
地
先
ま
で

令
和
五
年

�

三
月
二
十
五
日

�

午
後
三
時

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
宮
根
四
三
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
大
字
菅
生
字
下
倉
五
三
番
一
地
先
ま
で

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
下
倉
二
四
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
大
字
菅
生
字
田
中
六
一
番
一
五
地
先
ま
で

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
宮
前
八
一
番
三
地
先
か
ら

同
郡
同
町
大
字
菅
生
字
大
舘
一
三
番
一
地
先
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る

区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
及
び
解
除
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
す
る
道
路
の
種
類
及
び
路
線
名
並
び
に
占
用
を
制
限
す
る
区
域

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

区　
　
　
　
　
　
　
　

域

一
般
国
道　

一
〇
八
号　
　
　

大
崎
市
鳴
子
温
泉

大
崎
市
鳴
子
温
泉

一
般
国
道　

一
一
三
号

刈
田
郡
七
ヶ
宿
町
蟹
川

白
石
市
福
岡
蔵
本

一
般
国
道　

三
四
二
号

登
米
市
中
田
町
浅
水

登
米
市
中
田
町
浅
水
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登
米
市
登
米
町
寺
池

登
米
市
津
山
町
柳
津

一
般
国
道　

三
四
六
号

宮
城
郡
松
島
町
根
廻

遠
田
郡
涌
谷
町
下
道

登
米
市
東
和
町
錦
織

登
米
市
東
和
町
錦
織

一
般
国
道　

三
四
七
号

加
美
郡
加
美
町
漆
沢
森
下

大
崎
市
古
川

一
般
国
道　

三
四
九
号

伊
具
郡
丸
森
町
耕
野

伊
具
郡
丸
森
町
舘
矢
間
舘
山

角
田
市
角
田

柴
田
郡
柴
田
町
槻
木
白
幡

一
般
国
道　

三
九
八
号

石
巻
市
蛇
田

石
巻
市
真
野

石
巻
市
穀
町

石
巻
市
立
町

石
巻
市
魚
町

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川

登
米
市
中
田
町
浅
水

登
米
市
中
田
町
浅
水

登
米
市
中
田
町
宝
江
黒
沼

栗
原
市
築
館
薬
師

栗
原
市
花
山

一
般
国
道　

四
五
七
号

栗
原
市
栗
駒
沼
倉

栗
原
市
花
山

栗
原
市
一
迫

大
崎
市
岩
出
山
池
月

大
崎
市
岩
出
山

加
美
郡
加
美
町
字
矢
越

加
美
郡
加
美
町
字
北
町
三
番

黒
川
郡
大
和
町
宮
床

柴
田
郡
川
崎
町
本
砂
金

柴
田
郡
川
崎
町
本
砂
金

柴
田
郡
川
崎
町
本
砂
金

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内

白
石
市
福
岡
長
袋

白
石
市
福
岡
長
袋

県
道　

古
川
佐
沼
線

大
崎
市
古
川
七
日
町

大
崎
市
古
川
休
塚

栗
原
市
高
清
水

栗
原
市
高
清
水

栗
原
市
瀬
峰

登
米
市
迫
町
佐
沼

登
米
市
迫
町
佐
沼

登
米
市
迫
町
佐
沼

県
道　

石
巻
鮎
川
線

石
巻
市
渡
波
町

石
巻
市
鮎
川
大
町

県
道　

塩
釜
吉
岡
線

塩
竈
市
宮
町

塩
竈
市
赤
坂

塩
竈
市
向
ケ
丘

黒
川
郡
大
和
町
鶴
巣
北
目
大
崎

県
道　

中
田
栗
駒
線

登
米
市
中
田
町
浅
水

登
米
市
中
田
町
浅
水

登
米
市
中
田
町
宝
江
黒
沼

栗
原
市
若
柳

栗
原
市
金
成
沢
辺

栗
原
市
金
成
沢
辺

栗
原
市
金
成
沢
辺

栗
原
市
栗
駒
岩
ケ
崎

県
道　

石
巻
停
車
場
線

石
巻
市
立
町

石
巻
市
鋳
銭
場

県
道　

仙
台
松
島
線

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢

宮
城
郡
松
島
町
高
城

県
道　

大
和
松
島
線

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
東

宮
城
郡
松
島
町
初
原

県
道　

塩
釜
亘
理
線

多
賀
城
市
町
前

多
賀
城
市
町
前

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
高
屋

亘
理
郡
亘
理
町
旧
舘

県
道　

白
石
上
山
線

刈
田
郡
蔵
王
町
宮

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田

県
道　

亘
理
大
河
原
川
崎
線

柴
田
郡
大
河
原
町
字
東
青
川

柴
田
郡
村
田
町
大
字
村
田

柴
田
郡
村
田
町
大
字
村
田

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川

県
道　

古
川
登
米
線

大
崎
市
古
川
休
塚

大
崎
市
田
尻

登
米
市
米
山
町
西
野

登
米
市
登
米
町
寺
池
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県
道　

石
巻
鹿
島
台
色
麻
線

石
巻
市
蛇
田

石
巻
市
茜
平

石
巻
市
蛇
田

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡

県
道　

栗
駒
岩
出
山
線

栗
原
市
栗
駒
稲
屋
敷

栗
原
市
鶯
沢

県
道　

本
吉
室
根
線

気
仙
沼
市
本
吉
町
津
谷
松
岡

気
仙
沼
市
本
吉
町
津
谷
新
明
戸

県
道　

鹿
島
台
高
清
水
線

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡

遠
田
郡
美
里
町
牛
飼

遠
田
郡
美
里
町
北
浦

遠
田
郡
美
里
町
北
浦

県
道　

河
南
米
山
線

石
巻
市
前
谷
地

石
巻
市
前
谷
地

石
巻
市
桃
生
町
神
取

登
米
市
米
山
町

県
道　

仙
台
塩
釜
線

多
賀
城
市
町
前

塩
竈
市
港
町

県
道　

白
石
丸
森
線

白
石
市
田
町

白
石
市
大
鷹
沢
三
沢

県
道　

岩
沼
蔵
王
線

名
取
市
堀
内

柴
田
郡
村
田
町
大
字
村
田

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田

県
道　

気
仙
沼
唐
桑
線

気
仙
沼
市
本
町

気
仙
沼
市
化
粧
坂

気
仙
沼
市
新
浜
町

気
仙
沼
市
浪
板

気
仙
沼
市
唐
桑
町
馬
場

気
仙
沼
市
唐
桑
町
馬
場

県
道　

奥
松
島
松
島
公
園
線

宮
城
郡
松
島
町
手
樽

宮
城
郡
松
島
町
手
樽

県
道　

河
北
桃
生
線

石
巻
市
桃
生
町
城
内

石
巻
市
桃
生
町
寺
崎

県
道　

古
川
松
山
線

大
崎
市
古
川
十
日
町

大
崎
市
松
山
千
石

県
道　

石
巻
河
北
線

石
巻
市
東
中
里

石
巻
市
大
瓜

県
道　

泉
塩
釜
線

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切

多
賀
城
市
南
宮

塩
竈
市
野
田

塩
竈
市
赤
坂

県
道　

築
館
登
米
線

栗
原
市
築
館

登
米
市
迫
町
北
方

登
米
市
迫
町
佐
沼

登
米
市
中
田
町
浅
水

登
米
市
迫
町
佐
沼

登
米
市
登
米
町
寺
池

県
道　

相
馬
亘
理
線

亘
理
郡
亘
理
町
高
屋

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
高
屋

県
道　

仙
台
岩
沼
線

名
取
市
高
舘
吉
田

岩
沼
市
南
長
谷

県
道　

利
府
松
山
線

大
崎
市
松
山
下
伊
場
野

大
崎
市
松
山
下
伊
場
野

県
道　

女
川
牡
鹿
線

牡
鹿
郡
女
川
町
黄
金

牡
鹿
郡
女
川
町
飯
子
浜

県
道　

築
館
栗
駒
公
園
線

栗
原
市
築
館
宮
野
中
央

栗
原
市
鶯
沢

県
道　

矢
本
河
南
線

東
松
島
市
矢
本

東
松
島
市
小
松

県
道　

角
田
山
元
線

角
田
市
角
田

角
田
市
枝
野

県
道　

蔵
王
川
崎
線

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内

県
道　

白
石
柴
田
線

白
石
市
白
川
津
田

刈
田
郡
蔵
王
町
宮

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
中
央

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
東

県
道　

南
蔵
王
七
ヶ
宿
線

白
石
市
福
岡
八
宮

刈
田
郡
七
ヶ
宿
町
字
萩
崎

県
道　

仙
台
三
本
木
線

黒
川
郡
大
和
町
落
合
舞
野

黒
川
郡
大
和
町
落
合
松
坂

県
道　

大
衡
落
合
線

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡

黒
川
郡
大
和
町
落
合
松
坂

黒
川
郡
大
衡
村
松
の
平

黒
川
郡
大
衡
村
松
の
平

県
道　

塩
釜
七
ヶ
浜
多
賀
城
線

塩
竈
市
錦
町

多
賀
城
市
下
馬

多
賀
城
市
下
馬

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
代
ヶ
崎
浜
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宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
湊
浜

多
賀
城
市
大
代

多
賀
城
市
栄

多
賀
城
市
町
前

県
道　

涌
谷
津
山
線

登
米
市
豊
里
町

登
米
市
豊
里
町

登
米
市
津
山
町
柳
津

登
米
市
津
山
町
柳
津

県
道　

北
上
津
山
線

石
巻
市
北
上
町
橋
浦

石
巻
市
北
上
町
橋
浦

県
道　

気
仙
沼
本
吉
線

気
仙
沼
市
上
田
中

気
仙
沼
市
上
田
中

県
道　

白
石
停
車
場
線

白
石
市
字
沢
目

白
石
市
字
本
町

県
道　

白
川
犬
卒
都
婆
向
山
線

白
石
市
白
川
津
田

白
石
市
白
川
犬
卒
都
婆

刈
田
郡
蔵
王
町
宮

刈
田
郡
蔵
王
町
宮

県
道　

大
河
原
高
倉
線

柴
田
郡
大
河
原
町
字
新
南

柴
田
郡
大
河
原
町
字
南
海
道
下

県
道　

角
田
柴
田
線

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
新
栄

柴
田
郡
柴
田
町
東
船
迫

県
道　

船
岡
停
車
場
船
迫
線

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
中
央

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
中
央

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
東

柴
田
郡
柴
田
町
西
船
迫

県
道　

名
取
村
田
線

名
取
市
田
高

名
取
市
田
高

県
道　

亘
理
停
車
場
線

亘
理
郡
亘
理
町
字
道
田
西

亘
理
郡
亘
理
町
字
先
達
前

県
道　

岩
沼
停
車
場
線

岩
沼
市
館
下

岩
沼
市
館
下

岩
沼
市
中
央

岩
沼
市
中
央

県
道　

岩
沼
海
浜
緑
地
線

岩
沼
市
下
野
郷

岩
沼
市
末
広

県
道　

愛
島
名
取
線

名
取
市
愛
島
笠
島

名
取
市
愛
島
小
豆
島

県
道　

杉
ヶ
袋
増
田
線

名
取
市
増
田

名
取
市
大
手
町

県
道　

名
取
停
車
場
線

名
取
市
増
田

名
取
市
増
田

県
道　

閖
上
港
線

名
取
市
閖
上
東

名
取
市
増
田

県
道　

赤
沼
松
島
線

宮
城
郡
利
府
町
赤
沼

宮
城
郡
松
島
町
松
島

県
道　

桝
沢
吉
岡
線

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡

県
道　

鹿
島
台
停
車
場
線

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡

県
道　

鳴
瀬
南
郷
線

東
松
島
市
小
野

東
松
島
市
小
野

遠
田
郡
美
里
町
木
間
塚

遠
田
郡
美
里
町
大
柳

県
道　

涌
谷
三
本
木
線

遠
田
郡
美
里
町
字
藤
ケ
崎
町

遠
田
郡
美
里
町
北
浦

大
崎
市
松
山
下
伊
場
野

大
崎
市
三
本
木

県
道　

松
山
停
車
場
線

大
崎
市
松
山
金
谷

大
崎
市
松
山
金
谷

県
道　

涌
谷
停
車
場
線

遠
田
郡
涌
谷
町
字
新
町
裏

遠
田
郡
涌
谷
町
字
本
町

県
道　

小
野
田
三
本
木
線

加
美
郡
色
麻
町
四
竈

加
美
郡
色
麻
町
四
竈

県
道　

中
新
田
三
本
木
線

大
崎
市
三
本
木

大
崎
市
三
本
木

県
道　

坂
本
古
川
線

大
崎
市
古
川
穂
波

大
崎
市
古
川
南
町

県
道　

岩
出
山
停
車
場
線

大
崎
市
岩
出
山

大
崎
市
岩
出
山

県
道　

鳴
子
停
車
場
線

大
崎
市
鳴
子
温
泉

大
崎
市
鳴
子
温
泉

県
道　

涌
谷
田
尻
線

遠
田
郡
涌
谷
町
字
田
町
裏

遠
田
郡
涌
谷
町
字
追
廻
町

県
道　

田
尻
瀬
峰
線

大
崎
市
田
尻

大
崎
市
田
尻
通
木

県
道　

若
柳
築
館
線

栗
原
市
若
柳

栗
原
市
若
柳

栗
原
市
築
館

栗
原
市
築
館
源
光
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県
道　

若
柳
花
泉
線

栗
原
市
若
柳

栗
原
市
若
柳

県
道　

有
壁
若
柳
線

栗
原
市
若
柳

栗
原
市
若
柳

県
道　

前
谷
地
停
車
場
線

石
巻
市
前
谷
地

石
巻
市
前
谷
地

県
道　

神
取
河
北
線

石
巻
市
桃
生
町
神
取

石
巻
市
小
船
越

県
道　

北
上
河
北
線

石
巻
市
北
上
町
橋
浦

石
巻
市
成
田

県
道　

東
和
登
米
線

登
米
市
東
和
町
米
谷

登
米
市
東
和
町
米
谷

県
道　

矢
本
停
車
場
線

東
松
島
市
矢
本

東
松
島
市
矢
本

県
道　

小
牛
田
停
車
場
線

遠
田
郡
美
里
町
字
藤
ケ
崎

遠
田
郡
美
里
町
北
浦

県
道　

松
島
停
車
場
線

宮
城
郡
松
島
町
松
島

宮
城
郡
松
島
町
松
島

県
道　

大
河
原
停
車
場
線

柴
田
郡
大
河
原
町
大
谷

柴
田
郡
大
河
原
町
字
町

県
道　

大
島
浪
板
線

気
仙
沼
市
廻
舘

気
仙
沼
市
浪
板

県
道　

牡
鹿
半
島
公
園
線

牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜

石
巻
市
鮎
川
大
町

県
道　

清
水
浜
志
津
川
港
線

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川

県
道　

岩
出
山
宮
崎
線

大
崎
市
岩
出
山

大
崎
市
岩
出
山

県
道　

稲
井
沢
田
線

石
巻
市
真
野

石
巻
市
沢
田

県
道　

釜
谷
大
須
雄
勝
線

石
巻
市
雄
勝
町
小
島

石
巻
市
雄
勝
町
雄
勝

県
道　

馬
場
只
越
線

気
仙
沼
市
唐
桑
町
馬
場

気
仙
沼
市
唐
桑
町
只
越

県
道　

石
巻
女
川
線

東
松
島
市
矢
本

石
巻
市
魚
町

県
道　

大
塩
小
野
停
車
場
線

東
松
島
市
大
塩

東
松
島
市
小
松

県
道　

石
巻
港
イ
ン
タ
ー
線

東
松
島
市
赤
井

石
巻
市
門
脇

県
道　

鳴
子
池
月
線

大
崎
市
鳴
子
温
泉

大
崎
市
岩
出
山
池
月

県
道　

南
蔵
王
白
石
線

白
石
市
福
岡
八
宮

白
石
市
福
岡
蔵
本

県
道　

西
成
田
宮
床
線

富
谷
市
富
谷

富
谷
市
富
谷

富
谷
市
富
谷

富
谷
市
ひ
よ
り
台

県
道　

仙
台
館
腰
線

名
取
市
田
高

名
取
市
田
高

名
取
市
田
高

名
取
市
愛
島
小
豆
島

名
取
市
愛
島
小
豆
島

名
取
市
植
松

県
道　

利
府
停
車
場
総
合
運
動
公
園
線

宮
城
郡
利
府
町
中
央

宮
城
郡
利
府
町
利
府

県
道　

最
上
小
野
田
線

加
美
郡
加
美
町
宮
崎

加
美
郡
加
美
町
北
田

県
道　

大
衡
仙
台
線

黒
川
郡
大
和
町
宮
床

黒
川
郡
大
和
町
学
苑

県
道　

河
南
石
巻
港
イ
ン
タ
ー
線

石
巻
市
須
江

東
松
島
市
赤
井

県
道　

鳴
子
小
野
田
線

加
美
郡
加
美
町
宮
崎

加
美
郡
加
美
町
宮
崎

県
道　

利
府
岩
切
停
車
場
線

宮
城
郡
利
府
町
青
山

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢

県
道　

角
田
山
下
線

角
田
市
枝
野

亘
理
郡
山
元
町
小
平

県
道　

石
巻
女
川
イ
ン
タ
ー
線

石
巻
市
蛇
田

石
巻
市
蛇
田

二　

指
定
を
解
除
す
る
道
路
の
種
類
及
び
路
線
名
並
び
に
占
用
の
制
限
を
解
除
す
る
区
域

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

区　
　
　
　
　
　
　
　

域

一
般
国
道　

三
四
六
号

登
米
市
米
山
町
西
野

登
米
市
米
山
町
西
野

登
米
市
東
和
町
錦
織

登
米
市
東
和
町
錦
織

県
道　

気
仙
沼
港
線

気
仙
沼
市
魚
町

気
仙
沼
市
南
町
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県
道　

真
山
高
清
水
線

栗
原
市
高
清
水

栗
原
市
高
清
水

県
道　

亘
理
イ
ン
タ
ー
線

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
中
泉

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
牛
袋

県
道　

仙
台
名
取
線

名
取
市
上
余
田

名
取
市
増
田

名
取
市
飯
野
坂

名
取
市
植
松

三　

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

　

�　

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移

設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）

　

�　

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四　

占
用
を
制
限
す
る
理
由

　

�　

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る

た
め
。

五　

占
用
の
制
限
の
開
始
及
び
占
用
の
制
限
の
解
除
の
期
日

　
　

令
和
五
年
四
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
専
用
道
路
と

し
て
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名　

県
道
仙
台
村
田
線

二　

指
定
す
る
道
路
の
部
分

　
　

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
下
倉
二
四
番
四
地
先
か
ら
柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
田
中
六
一
番
一
五
地
先
ま
で

　
　

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
宮
前
八
一
番
三
地
先
か
ら
柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
大
舘
一
三
番
一
地
先
ま
で

三　

指
定
年
月
日　

令
和
五
年
三
月
二
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
号

　

出
納
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
出
納
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

出
納
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

別
表
第
一
中
「
人
事
課
」
を
「
総
務
事
務
管
理
課
」
に
改
め
、「
地
方
自
治
法
」
の
下
に
「（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
一
号

　

大
貫
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
三
月
七
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

�

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

佐 

々 

木　
　
　
　
　

均　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
二
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
パ
ー
キ
ン
グ
・

メ
ー
タ
ー
作
動
及
び
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
に
係
る
手
数
料
の
収
納
事
務
を
令
和
五
年
二
月
三
日
次
の
と
お
り

委
託
し
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

契
約
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
花
京
院
二
丁
目
一
番
六
十
一
号

　
　

株
式
会
社
Ｓ
Ｐ
Ｕ

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
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令
和
五
年
三
月
十
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

自
動
車
賃
貸
借　

十
六
台

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

総
務
部
行
政
経
営
推
進
課　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
五
年
三
月
三
日　

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
ト
ヨ
タ
レ
ン
タ
リ
ー
ス
仙
台　

仙
台
市
宮
城
野
区

苦
竹
二
丁
目
八
番
一
号

五　

落
札
金
額　

三
千
七
十
三
万
二
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
五
年
一
月
二
十
日

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

令
和
五
年
度
公
共
用
水
域
（
河
川
・
湖
沼
）
水
質
分
析
等
業
務

　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

環
境
生
活
部
環
境
対
策
課　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
五
年
三
月
十
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
公
害
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー　

仙
台
市

青
葉
区
落
合
二
丁
目
十
五
番
二
十
四
号

五　

落
札
金
額　

三
千
三
百
二
十
二
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
五
年
一
月
二
十
七
日

監
査
委
員

　

宮
城
県
監
査
委
員
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
程
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

�

宮
城
県
代
表
監
査
委
員　
　

吉　
　

田　
　
　
　
　

計　
　
　

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
三
号

　
　
　
宮
城
県
監
査
委
員
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
程
の
全
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
監
査
委
員
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
程
（
平
成
九
年
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号
）
の
全
部
を
改
正
す

る
。

　
　
　
宮
城
県
監
査
委
員
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
程

　

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
宮
城
県
条
例
第
七

十
二
号
）
の
施
行
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


